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次
の
と
お
り
無
料
法
律
相
談
所
を

開
設
し
ま
す
。
金
銭
・
不
動
産
な
ど

で
お
困
り
の
方
は
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

◆
日
時　

１
月　

日
（
水
）

16

　
　
　
　

午
後
１
時
〜
午
後
４
時

◆
場
所　

余
市
中
央
公
民
館
２
階

◆
定
員　

６
人
。

　
　
　
　

１
人
の
相
談
時
間
は　

分
。

30

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
】

余
市
町
役
場　

町
民
生
活
係

　

℡
２
１
―
２
１
２
０

※
ご
利
用
さ
れ
る
方
は
、
事
前
に
申

し
込
み
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 
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北
後
志
通
年
雇
用
促
進
支
援
事
業

協
議
会
で
は
、資
格
取
得
に
よ
り
通

年
雇
用
化
を
目
指
す
季
節
労
働
者
の

方
を
応
援
し
ま
す
。

　

当
協
議
会
指
定
の
教
育
訓
練
等
を

受
講
し
、試
験
合
格（
資
格
取
得
）し

た
季
節
労
働
者
の
方
に
助
成
金
を　
10

万
円
を
限
度
に
支
給
し
ま
す
。

　

詳
し
い
内
容
は
左
記
ま
で
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先
】

北
後
志
通
年
雇
用
促
進
支
援
事
業
協

議
会

　

℡
０
１
３
５
―
２
３
―
６
０
２
６
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�
�
�
�
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２
等
陸
・
海
・
空
士
を
募
集
し
ま
す
。

◆�
�
　

特
別
職
国
家
公
務
員

◆�
�
�
�
�
　

初
任
給
１
５
７
、

５
０
０
円
＋
諸
手
当
、
被
服
・
宿

舎
・
食
事
は
支
給
又
は
貸
与

◆�
�
�
�
　
　

歳
以
上　

歳
歳
未

18

27

満
◆�
�
�
　

平
成　

年
１
月　

日 

20

13

（
日
）、
２
月
９
日
（
土
）、　

日
（
日
）

10

【
問
い
合
わ
せ
先
】

自
衛
隊
札
幌
地
方
協
力
本
部

小
樽
地
域
事
務
所

℡
０
１
３
４
―
２
２
―
５
５
２
１
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厳
冬
期
を
迎
え
、
釣
り
を
行
う
際

に
は
、
海
へ
の
転
落
事
故
な
ど
生
命

に
関
わ
る
危
険
な
事
故
が
発
生
し
や

す
く
な
り
ま
す
。
事
故
を
未
然
に
防

止
す
る
た
め
、
次
の
こ
と
に
注
意
し

ま
し
ょ
う
。

◆
安
全
に
楽
し
む
た
め
に

・
目
的
地
、
帰
宅
の
時
間
な
ど
を
あ

ら
か
じ
め
家
族
や
知
人
に
連
絡
す
る
。

・
単
独
行
動
は
で
き
る
だ
け
避
け
る
。

・
目
的
地
の
気
象
状
況
を
事
前
確
認
。

・
釣
り
場
で
の
前
後
左
右
確
認
。

・
船
釣
り
、
磯
釣
り
の
際
、
救
命
胴

衣
の
常
時
着
用
。

・
携
行
品
に
は
命
綱
、
呼
び
子
笛
、

懐
中
電
灯
、
非
常
食
、
救
急
薬
を
加

え
る
。

・
車
や
テ
ン
ト
の
中
で
暖
を
取
る
場

合
に
は
、
一
酸
化
炭
素
中
毒
と
な
ら

な
い
よ
う
換
気
を
十
分
に
行
う
。

◆
自
然
を
守
る
た
め
に

・
ビ
ニ
ー
ル
袋
は
、
海
や
川
を
汚
す

大
き
な
原
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
捨
て
針
、
捨
て
糸
に
よ
る
野
鳥

の
被
害
が
増
え
て
い
ま
す
。
ご
み
は

必
ず
持
ち
帰
っ
て
処
理
し
ま
し
ょ

う
。 

◆
資
源
の
保
護
の
た
め
に

・
海
藻
類
、
貝
類
な
ど
を
取
る
こ
と

は
や
め
、
小
さ
な
魚
は
放
流
し
ま
し

ょ
う
。

◆
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
た
め
に

・
無
秩
序
な
駐
車
、
ご
み
の
不
法
投

棄
な
ど
で
漁
業
者
等
に
迷
惑
を
か
け

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
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１
１
０
番
は
、
事
件
・
事
故
な
ど

が
発
生
し
た
場
合
に
、
警
察
へ
緊
急

通
報
を
す
る
た
め
の
電
話
で
す
。

　

携
帯
電
話
で
１
１
０
番
通
報
す
る

場
合
、
移
動
中
の
通
話
は
と
ぎ
れ
た

り
、
車
を
運
転
し
な
が
ら
の
通
話
は

法
令
違
反
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、
必
ず
安
全
な
場
所
に
停
止
し

て
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
警
察
官
が
早
く
現
場
に
臨

場
で
き
る
よ
う
に
、
そ
の
場
所
の
住

所
や
付
近
の
目
標
と
な
る
建
物
な
ど

を
正
し
く
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

　

急
を
要
し
な
い
相
談
や
照
会
な
ど

は
、
警
察
相
談
電
話
＃
９
１
１
０
ま

た
は
最
寄
り
の
警
察
署
、
交
番
・
駐

在
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

１
１
０
番
の
正
し
い
利
用
に
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

余
市
警
察
署 
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�
�
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�
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当
会
で
は
、
毎
年
、
町
内
の
住
民

で
自
動
車
運
転
免
許
取
得
後
、
永
年

安
全
運
転
で
他
の
模
範
と
な
る
方
を

対
象
に
「
優
良
運
転
者
」
と
し
て
表

彰
し
て
お
り
ま
す
。（
た
だ
し
、
自
動

車
運
転
免
許
更
新
時
等
に
安
全
協
会

へ
協
力
費
を
納
め
ら
れ
て
い
る
方
に

限
り
ま
す
。）

　

運
転
免
許
保
有
者
で
あ
り
な
が
ら
、

運
転
免
許
取
得
後
相
当
の
年
数
を
経

過
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一

度
も
表
彰
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
方

が
お
り
ま
し
た
ら
、
平
成　

年
１
月

20

　

日
（
火
）
ま
で
に
積
丹
町
交
通
安

15全
協
会
事
務
局
へ
ご
連
絡
願
い
ま
す
。

　

な
お
、
そ
の
際
に
は
、
住
所
、
氏

名
、
自
動
車
運
転
免
許
証
取
得
年
月

日
及
び
免
許
証
番
号
等
を
確
認
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

積
丹
町
交
通
安
全
協
会

（
事
務
局　

積
丹
町
役
場
総
務
課
）

　

℡
４
４
―
２
１
１
１
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　平成19年12月29日（土）～平成20年１月６日（日）　休み
　※１月４日（金）は午前８時30分から午後３時まで臨時開庁
�������	


　平成19年12月30日（日）～平成20年１月５日（土）　休館
�������

　平成19年12月29日（土）～平成20年１月７日（月）　休館
�������	
�����������

　平成19年12月29日（土）～平成20年１月６日（日）　休み
������

　平成19年12月29日（土）～平成20年１月６日（日）　休診
　※１月４日（金）は午前８時40分から正午まで臨時診療
　　無料送迎バスについても１月４日（金）から通常運行
������

　平成19年12月29日（土）～平成20年１月４日（金）　休診
�����

　平成20年１月１日（火）～平成20年１月３日（木）　休業
�������	
�

　平成20年１月２日（水）入舸地区（ペットボトル・紙類）休業
　平成20年１月３日（木）美国地区（ペットボトル・紙類）休業
���������

　平成19年12月29日（土）～平成20年１月３日（木）　休業
�������	
������

（注）自家用風呂のない世帯で、既に利用承認を受けている方のみ
　平成19年12月30日（日）～平成20年１月３日（木）　休館
　平成20年１月４日（金）・５日（土）

午後３時30分～午後７時30分まで開館
�������	


　平成19年12月31日（月）　営業（午前11時～午後４時）
　平成20年１月１日（火）　営業（午前11時～午後５時）

※無料送迎バスは運休　　　　
　　　　　１月２日（水）　営業（午前11時～午後５時）
　　　　　１月３日（木）　営業（午前11時～午後５時）
�������	
����

　平成19年12月31日（月）～平成20年１月３日（木）　運休

�����

　平成20年１月７日（月）

　　午前10時45分～

　会場：総合文化センター

������

　平成20年１月７日（月）

　　午前９時00分

　お子さんのよりよい成長に役立てていただくため、巡回児
童相談が開催されます。
　お子さんのことで気になることがありましたら、お気軽に
ご相談ください。
　相談を希望される方は、１月22日までに役場住民福祉課
（℡44-2111）までお問い合わせください。

　インフルエンザウイルスは、低温と乾燥
を好むため、例年11月頃から流行しはじめ、
１月～２月に流行のピークになります。
　普通のかぜの症状は、のどの痛み、鼻汁、
くしゃみや咳などが中心で、全身症状はあ
まりみられません。発熱もインフルエンザ
ほど高くなく、重症化することはほとんど
ありません。
　一方、インフルエンザの場合は、39℃以
上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛など全身
の症状が強く、あわせて普通のかぜと同様
の、のどの痛み、鼻汁などの症状もみられ
ます。更に気管支炎、肺炎などを併発し、
重症化することもあります。
　特に、抵抗力の弱い乳幼児や高齢者、慢
性疾患を持っている方々はインフルエンザ
にかかると重症化しやすく、死に至る危険
性もありますので注意が必要です。
　そこで、次のことに心がけ、インフルエ
ンザを予防しましょう。

�������	
���

　・十分な栄養と休養をとる
　・ストレスをためない
�������	
��

　・人込みをさける
　・室内の乾燥に気を付ける
　　（湿度の目安は、60～70％）
　・マスクを着用する
　　（のどを保温、保湿する）
　・手洗いとうがいをする
�������	

　・ワクチンを接種する
　　（かかりにくくしたり、重症化を防ぐ）
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